
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 

奈
良
県
条
例
第
二
十
三
号 

 
 

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
及
び
職
員
の

に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

平
成
四
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 
 

第
二
条
第
二
項

前
項
第
五
号

前
項
第
六
号

に
改
め

 

 
 

第
十
二
条
第
一
号
中

午
前
七
時

を

午
前
五
時

に
改
め

同
条
第
二
号
中

第
六
条

を

第
六
条
第
一
項

に
改
め
る

 

職
員
の

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

職
員
の

に
関
す
る
条
例

平
成
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

第
四
条
の
見
出
し
中

割
振
り

を

割
振
り
等

に
改
め

同
条
第
一
項
中

を
い
う

を

第
三
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の

を
除

に
改
め

同
条
第
三
項
中

こ
の
条

を

こ
の
項

に
改
め

始
業
及

び
終
業
の
時
刻
に
つ
い
て

を
削
り

考
慮
し
て

及
び

な
る
よ
う
に

の
下
に

第
一
項

の
規
定
に
よ
る
週
休
日
の
ほ
か
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
を
設

又
は

を

加
え

同
条
第
四
項
を
削
る

 

第
六
条
中

若
し
く
は
第
四
項

を
削
り

か
ら
第
四
項
ま
で

を

若
し
く
は
第
三
項

に

こ
の
条

を

こ
の
項

に
改
め

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

 

２ 

前
項
の
規
定

職
員
に
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
と
さ

れ
た
日
に
お
い
て
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

場
合

勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

 

 
 

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

２ 

任
命
権
者

次
に
掲
げ
る
場
合

人
事
委
員
会
規
則
の
定

休
憩



時
間
を
一
斉
に
与
え
な
い
こ
と
そ
の
他
の
休
憩
時
間
の
基
準
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と

 
一 
職
務
の
特
殊
性
又
は
当
該
公
署
の
特
殊
の
必
要
が
あ
る
と
き

 

二 

職
員
の
健
康
及
び
福
祉
に
重
大
な
影
響
を
及

又
は
能
率
を
著
し
く
阻
害
す
る
と
き

 

三 

職
員
か
ら
の
申
告
を
考
慮
し
て
休
憩
時
間
を
置
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
き

 

第
九
条
の
二
第
一
項
中

か
ら
第
四
項
ま
で

を

若
し
く
は
第
三
項

に
改
め
る

 

第
九
条
の
三
第
一
項
中

子
の
あ
る

を

子

民
法

明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号

第

八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特

別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が

裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限

当
該
職
員
が
現
に
監
護

児
童

福
祉
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
含

以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で

に
お
い
て
同

の
あ
る

に
改
め

配
偶
者

の
下
に

届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

第
四
項
に
お
い
て
同

を
加
え

同
条
第
四
項
中

配
偶
者
等

を

配
偶
者

の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
条
例

令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

 

地
域
に
お
い
て
良
い
人
材
を
集
め
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
良
い
職
場
づ
く
り
の
推
進
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

 

２ 

地
域
に
お
い
て
良
い
人
材
を
集
め
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
良
い
職
場
づ
く
り
の
推
進
に
関
す

る
条
例

令
和
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
七
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
六
条
第
三
号
ア
中

又
は
第
四
項

及
び

週
休
日
の
設
置
又
は

を
削
り

割
振
り

を

割
振
り
等

に
改
め
る

 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 

３ 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

昭
和
三
十
一
年
十
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
六
号

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
十
条
の
十
三
第
三
項
中

平
成
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
九
号

の
下
に



を
加
え

及
び
第
四
項

を
削
り

並
び
に
第
六
条

を

及
び

第
六
条
第
一
項

に
改
め

週
休
日

の
下
に

並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤

務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務

時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

を
加
え
る

 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 

４ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

昭
和
三
十
二
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
九
条
第
四
項
中

及
び
第
四
項

を
削
り

並
び
に
第
六
条

を

及
び
第
六
条
第
一
項

 

に

の
日
数

を

並
び
に
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項

 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の

 

日
数
の
合
計
日
数

に
改
め
る

 

 
 

第
十
三
条
第
三
項
中

か
ら
第
四
項
ま
で

を

若
し
く
は
第
三
項

に
改
め

同
条
第
五
項
中

第
六
条

を

第
六
条
第
一
項

に
改
め

週
休
日

の
下
に

又
は
勤
務
時
間
条
例
第
四
条

第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

を
加
え
る

 

 
 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中

第
六
条

を

第
六
条
第
一
項

に
改
め

基
づ
く
週
休
日

の

下
に

若
し
く
は
勤
務
時
間
条
例
第
四
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日

を
加
え
る

 

 
 

第
十
六
条
中

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く

を

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

に
改
め
る

 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 

５ 

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

平
成
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
条
例
第
二
十

五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
七
条
第
五
項
中

か
ら
第
四
項
ま
で

を

及
び
第
三
項

に

及
び

を

並
び
に

に

改
め
る

 

 
 


		2024-03-19T16:14:53+0900
	Nara Prefecture




